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第１ 「社外取締役」制度の歴史について 

 

１ Ｈ１３の商法改正によって初めて規定が設けられた。 

    旧商法１８８条２項７号の２ 社外取締役の定義 

     「取締役がその会社の業務を執行せざる取締役にして過去にその会社

又は子会社（第２１１条の２第１項の子会社を言う以下この号に於

いて同じ）の業務を執行する取締役、執行役員又は支配人その他の

使用人となりたることなく且現に子会社の業務を執行する取締役若

しくは執行役又はその子会社若しくは子会社の支配人その他の使用

人に非ざるもの（以下社外取締役と称す）なるときはその旨（平成

１３法１４９本号追加 平成１４法４４本号改正）」 

    旧商法２６６条１２２項１９号 責任限定契約 

     「会社は第５項の規定に拘わらず定款を以て社外取締役との間に於い

て爾後その者が取締役として第１項第５号の行為に因り会社に損害

を加えたる場合に於いてその職務を行うに付善意にして且重大なる

過失なきときは定款に定めたる範囲内に於いて予め定むる額と左の

金額の合計額との何れか高き額を限度としてその賠償の責に任ずべ

き旨を約することを得る旨を定むることを得」 

    企業のガバナンスの向上（業務執行者（経営者）が、株主のコントロー

ルを離れ、「経営者支配」を行うことの規制）のため、企業の経営を経営

者支配の下に置くのではなく社外取締役の制度を設け、社外取締役を含め

た意思決定を行うことを狙ったが（必須設置ではない）、制度としては必

須とすることには反対が強く、社外取締役を定義付け、人材を得るための

第一歩としての責任限定契約制度導入に主眼があったようにも思われる。 
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    （注１）大会社の監査役については、Ｈ５に監査役会・社外監査役の制

度が導入され、Ｈ１３改正で監査役の半数以上を社外監査役と

するとの立法がなされた。 

    （注２）大会社においては、Ｈ１４改正において商法特例法上の大会社

・みなし大会社は、定款で定めれば、執行役に取締役会権限を

大幅に委任でき、かつ社外取締役が過半数を占める三委員会（指

名委員会・監査委員会・報酬委員会）が強い監督権限を持つ「委

員会等設置会社」の形態を選択できる旨の改正がなされた。 

    （注３）経営者支配  

         経営者とは、常勤で会社の業務執行に従事する者をいう。わ

が国の従来型の会社では取締役がそれに当たるが、アメリカの

上場会社のように取締役の大部分が社外取締役である国では、

高経営責任者（ＣＥＯ）を頂点とするオフィサーがそれに当

たり、わが国でも委員会設置会社においては、社長を頂点とす

る執行役がそれに当たる。 

         なお先進国における上場会社の法規制の主たる争点は、例外

なく経営者支配に対する規制の必要性の有無・規制の方法等を

めぐるものである。 

         そしてわが国においては、１９９０年代以後の不況の中で、

「コーポレート・ガバナンス」論として、上場会社の経営者の

あり方をめぐる議論が活発化し、効率的な経営の確保および経

営上の違法行為の抑止（コンプライアンスの確保）のための法

改正・制度運用の改善が、さかんに論議されるに至った。そし

て、社外取締役が経営者を監督する形での委員会設置会社の形

態を法制上導入し従来型の組織との制度間競争を促す改革が始

まった。 

         諸外国においてもコーポレートガバナンス論は活発に行われ

ているが、いずれの国おいても上場企業の経営者支配を問題と

する点は共通である。 
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        （本注３及び下記注５は江頭憲治郎『株式会社法』の記述を要

約している。） 

         なお、現在では、外国からの投資の呼び込み、日本経済の成

長のための役割も強調されている（後述）。 

    （注４）「コーポレート・ガバナンス」の意味内容 

         コーポレート・ガバナンスとの言葉は上記（注３）の意味を

含むことは共通であるが、世界各国、時代状況、論者によって

多義的である。日本語訳として「企業統治」では狭すぎると感

じられる。私としては後述するように、企業のＣＳＲやコンプ

ライアンスを含めた意思決定のための「しくみ」と考えたい。 

    （注５）日本的経営者（上場企業について）  

         日本の上場会社の経営者の特徴は、①新卒で従業員として雇

用され、その後長期間かけて昇進し経営者となる者が大半であ

り、経営者として他社から招聘される等の流動性が少ない、②

大半の会社では取締役会が経営者のみで構成されているため、

誰が経営者を監視しているのか（誰の監視も受けていないのか）

がはっきりしない、の２点である。いわゆる「日本的経営」（終

身雇用、年功序列、ボトム・アップの意思決定等により、従業

員のやる気を引き出す方法）が成功し、株主を含む上場会社の

全ステイクホルダーが一応満足していた間は、そうした従業員

出身者による経営者支配の下で、上場会社が事実上誰の利益を

窮極の目標として運営され、その目標に適合した経営者の選任

・監督が行われているかにつき、差し迫った問題意識は乏しか

った。しかし１９９０年以後の企業不祥事や企業経営の不振の

状況から、コーポレート・ガバナンス論として、経営のあり方

が論議されることとなった。 
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２ Ｈ１７ 会社法の制定における社外取締役 

    商法Ｈ１３改正を受け継いでいる。 

     ・会社法２条１５号 

       【社外取締役】 

         株式会社の取締役であって、その会社又はその子会社の業務

執行取締役（代表取締役を含め、その会社の業務を執行した全

ての取締役）若しくは執行役員又は支配人その他の使用人でな

く、かつ、過去にこれらの立場にあったことないもの 

       （注）支配株主や大口取引先、主要債権者また報酬を得ている 

 専門家等が排除されていない。 

・委員会設置会社や特別取締役による取締役会の決議を認める会社 

以外は必須のものではない。 

                  （会社法４００条３号 ３７３条１項②） 
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  ３ Ｈ１７ 会社法の制定以後の動き 

  （１）社外取締役の独立性を高めることが議論されるようになった（「社外

取締役から独立社外取締役への動き」が出て来た）。 

  （２）東京証券取引所の上場規則の改正（Ｈ２１．１２） 

      ①独立役員の確保を進める 

      ②目的（一般株主の利益擁護のため） 

      ③独立性要件 

        東証のガイドラインでは、 

         親会社または兄弟会社の業務執行者、主要な取引先またはそ

の義務執行者、役員報酬以外に多額の金銭を得ている専門家等

は独立性の疑わしい例とされている。 

                          （別紙２、別紙７参照） 

      ④必須性（独立役員の１名以上の確保を義務付ける） 

                                                          別紙１、２参照 

    （注）Ｈ２６．２月の改正で独立役員の１人は取締役であると

いう形で確保するよう努力することとなった。 

  （３）今国会における会社法の改正 

      ①独立性要件 

      ②必須性 

                                                 別紙３の１、２参照 
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 ４ 社外取締役の独立性を強めること、また必須化を求める理由 

  （１）国内的理由 

      ①企業不祥事への対応 

        オリンパス事件（不祥事時に社外取締役は存在していた） 

        みずほ事件（不祥事時に H.D.には社外取締役が存在していた） 

             いわゆるコーポレート・ガバナンスのなかの 

コンプライアンス問題への対処として 

        （注）政府の言うコーポレート・ガバナンスとは 

                       以下にＨ２６．６．政府発表の日本再興戦略でのコーポ

レート・ガバナンス・コードの策定目的の部分を転記す

る。 

            「コーポレート・ガバナンスは、企業が、株主をはじ

め顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、

透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための

仕組みである。コーポレート・ガバナンスに関する

基本的な考え方を諸原則の形で取りまとめること

は、持続的な企業価値向上のための自律的な対応を

促すことを通じ、企業、投資家、ひいては経済全体

にも寄与するものと考えられる。 

              こうした観点から、上場企業のコーポレート・ガ

バナンス上の諸原則を記載した「コーポレート・ガ

バナンス・コード」を策定する。コードの策定に当

たっては、東京証券取引所のコーポレート・ガバナ

ンスに関する既存のルール・ガイダンス等や「ＯＥ

ＣＤコーポレート・ガバナンス原則」を踏まえ、わ

が国企業の実情等にも沿い、国際的にも評価が得ら

れるものとする。」 
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      ②企業価値の向上 

        企業の業績の向上 

        利益の株主への還元 

                         前者については経営者が旧来の思考方法、企業戦略

に固執することを改めさせ、新たな展開を目指すこ

とを狙い、後者についてはいわゆる企業ガバナンス

のなかの株主と経営者の利益相反を防止することを

狙う。 

      ③企業経営の透明化 

        投資の呼びこみの基本条件を整える。 

      ④企業の社会的責任の遂行の確保 

        いわゆる企業力バナンスのなかのＣＳＲ経営への対処として。 

  （２）国際的（特にアメリカの制度変更） 

      ①アメリカにおける取締役会の位置づけの変化の影響（社外取締役

で構成される取締役会が経営の大筋を決め、経営執行そのものは

取締役でない執行役が担う） 

      ②海外投資家の意向の反映 

          「『物言う株主』で知られる米カリフォルニア州職員退職

年金基金（カルパース）など海外の有力機関投資家が、

トヨタ自動車やＮＴＴドコモといった日本の上場企業

３３社に対して、社外取締役の増員を求める書簡を送っ

たことが分かった。独立性が高い社外取締役の比率を、

今後３年以内に３分の１以上に引き上げ、達成されない

場合は２０１７年度の株主総会で取締役選任議案に反

対することを検討する。」 

            基本的な考え方として、業務を執行する経営者のみでコ

ーポレート・ガバナンスを行う企業形態は、世界的な水

準に合っていないとの考え方があるものと思われる。 

                                 （日経 ２０１４．６／５ 朝刊） 
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第２ 社外取締役が必要であるとしてのその位置付けについて 

 

 １ 以上のとおり社外取締役が必要であるとしての、その位置付けは実は様々

な角度から論じられている。 

  （１）たとえばみずほ事件の新聞記事を見ると企業の不祥事対策としての点

が強調されている。 

  （２）東証の意見を見ると株主の利益の擁護のためがまず理由として上げら

れている。 

              第３の２の（３）参照 

   （３）政府の経済政策の説明や前掲の今国会の立法説明を見ると、内外の投

資家の日本企業に対する信頼を高め、その投資を促進するためとの理由

が強調されているように感じられる。 

              第３の２の（４）参照 

   （４）社外取締役の採用に関し歴史のあるコニカミノルタは、社外取締役を

以下のとおり位置付けている。 

     同社コーポレート・ガバナンス報告書では、「社外取締役の機能およ

び役割として『株主と経営陣との間で利益相反が生じるケースにおいて、

一般株主保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担う』、

『経営戦略の高度化及び経営の効率性の向上に貢献』」とある。また「経

営監督機能の強化」と「意思決定の迅速化」、「意思決定の高度化」と

もいえる、とも説明している（「商事法務」№２０２９『コニカミノル

タの取締役会運営とコーポレート・ガバナンス』より）。 

     なお同社は委員会設置会社で社外取締役は４名、全て東証一部上場企

業の上位企業の社長経験者であるとのことである（同上より）。 
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 （５）参考のために幅広い社外取締役を選任している山陰合同銀行の役員構成

を以下に記載しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   氏 名          主要前歴 

取締役会長 

（代表取締役） 
古瀬 誠 

 

 

取締役頭取 

（代表取締役） 
久保田 一朗 

 

取締役 

（代表取締役） 
野坂 正史 

 

取締役 

（代表取締役） 
石丸 文男 

 

 

取締役 小田 光則  

 

 

 

 

取締役 

（社外取締役） 
多胡 秀人 

東京銀行（現三菱東京UFJ銀行） 

㈲多胡事務所・代表取締役(現職) 

鹿児島銀行・社外取締役（現職） 

取締役 

（社外取締役） 
田部 真孝 

㈱田部代表取締役社長（現職） 

㈱JUTOKU代表取締役社長（現職) 

山陰中央ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送㈱常務取締役 (現職)

 取締役 

（社外取締役） 
福井 宏一郎 

日本開発銀行・国際協力審議役 

日本政策投資銀行・国際協力部長 
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  （６）日弁連の見解 

     Ｈ２５．2／１４『社外取締役ガイドライン』 

      法務省法制審議会の「会社法制の見直しに関する要綱」では、社外

取締役が有用であるという方向性が示された。 

      社外取締役がそれぞれの知見を踏まえ、広く社会通念・一般常識に

基づき、ブランド価値・レピュテーション等の社会的評価を含めた企

業価値の 大化という視点で経営をモニタリングすることの意義は大

きいと言えよう・・・・。 

     第１ 社外取締役にはどのような者がふさわしいか 

      １．社外取締役に望まれる資質 

         ①社外取締役に望まれる資質 

                  社外取締役は、それぞれの経歴や専門性を背景に、社会にお

ける一般常識、会社経営に関する一般常識、及び取締役及び取

締役会のあり方についての基本的理解に基づき、取締役の業務

執行について、ブランド価値・レピュテーション等の社会的評

価を含めた企業価値を 大化し、かつ企業不祥事等による企業

価値の毀損を避けるため、内部統制を含めたガバナンスや法令

遵守等経営全般のモニタリングを行い、また業務執行に関与し

ない範囲でアドバイスを行うことが期待されている。 

         そこで、社外取締役には、それぞれの専門性のほか、以下の

資質が望まれていると考えられる。 

        ア 様々な事業への理解力、資料や報告から事実を認定する力、

問題及びリスク発見能力、応用力、説明・説得能力 

                イ 取締役会等の会議において、経営者や多数の業務執行取締

役等の中で、率直に疑問を呈し、議論を行い、再調査、継

続審議、議案への反対等の提案を行うことができる精神的

独立性 
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         ②社外取締役の候補者 

         以上の資質を備える者としては、以下の者が考えられる。 

        ア 会社の経営者もしくは経営者ＯＢ 

        イ 弁護士 

        ウ 公認会計士 

        エ その他有識者 

 

  （７）主として金融機関に求められるガバナンス論（ガバナンスを高める方

法）としては、社外取締役について金融関係者から以下の見解が示され

ている。 

      （「金融財政事情」２０１４．４．１４ 碓井茂樹 

       『変革が求められる金融機関のリスク・ガバナンス』） 

       日本企業のガバナンスを高める方法 

   （Ａ）監査役と内部監査、会計監査の連携強化 

        以下略 

   （Ｂ）「独立取締役」の設置、人数の増加 

       別のアプローチもある。経営を客観的にみることのできる「独立

取締役」の設置を義務付け、その人数を段階的に増やしていく方法

である。 

       取締役会は、内部監査人・会計監査人の任命・解任権、報酬・予

算の決定権、指揮命令権をすべてもっている。「独立取締役」の数

が過半を占めるようになれば、ガバナンスの国際的な標準である委

員会設置会社と比較しても見劣りしなくなる。 

   （Ｃ）委員会設置会社への移行 

       委員会設置会社では、「独立取締役」からなる監査委員会が、内

部監査人・会計監査人の任命・解任権、報酬・予算の決定権をもち、

内部監査・会計監査を直接、指揮命令して、事業活動をしっかりと
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監視・検証することができる。また、ガバナンスの国際的な標準で

あるため、海外では も理解されやすい。 

       これまで日本企業では、不祥事を起こして、社会的に「追い込ま

れる」かたちで委員会設置会社への移行を決めるケースが少なくな

かった。しかし、これからは国際化への対応として、もっと前向き

に委員会設置会社への移行を決める優良企業が増えることが期待さ

れる。 
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 ２ 社外取締役の設置の必須化についての消極的意見 

  （１）経済界 

      人材の確保の困難さ 

      経営者の流動性が低い（社外取締役となりうる経営者のマーケット

が小さいか、ほとんどない）ことから、社外取締役の供給源となり

うる経営者人材が確保できない。 

      皆がこの制度に慣れていない、責任が重い（限定責任契約での重過

失の扱いが予想できない）ので、負担すべきリスクの関係で人材が

確保できない。 

  （２）社外取締役制度を導入すれば企業はハッピーとなると言うのは神話で

しかないとの考え方 

     ①日経ビジネス（２０１４．５．１２） 

              サイバーエージェント社長 藤田 晋 

       「社外取締役の義務化は無意味 設置しても不正はなくせない」 

         サイバーエージェントでも上場後から２００６年まで、社外

取締役を置いていた。自社の経験から言わせてもらうと、それ

ぞれの会社に適した社外取締役を探すのはとても大変な作業

だ。会社のことだけでなく、業界動向や市場の変化なども少し

は知っておいてもらう必要がある。そうでないと、いちいち説

明しなければならないし、取締役会での議論も深まらない。 

         今、またサイバーエージェントに社外取締役を置けと言われ

たら、あえてお願いしたいと思える人は一人くらいしか思い浮

かばない。会社や業界のことを分かっている以前にそもそも社

外取締役を務められる能力を持つ人材の数も限られている。 

         嫌々ながら、形だけの社外取締役を置く企業が増えても、こ

れがガバナンスの強化につながるとはとても思えない。 
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         義務化によって、社外取締役を形だけのポストにしても、 

 不正がなくなることはない。 

         企業へガバナンスの強化を促したり、株主を意識した経営を

徹底させたいのなら、情報開示を強化する方が効果的だ。企業

の透明性を高められるような施策を企業に義務付けるべきだと

思う。 

         日本企業の収益性を高めたり、日本を投資対象として魅力的

な国にしたりするために何が必要か。社外取締役の設置を企業

に義務付けるよりも、政府はほかに考えることがあるだろう。 

     ②「長島・大野・常松法律事務所編『新会社法』３０４頁より」 

                   別紙４参照（なお本書は新会社法制定時のＨ１７の出版） 
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第３ 社外取締役の役割 

 

 １ この項以後は、個人的見解である。 

   私は企業（とりわけ大企業、また上場企業は当然に。以下同じ）は、法に

よって設立を認められているのであり、また社会生活上不可欠の存在である

ことから、企業が利益を追求することを一次的目的としていることは明らか

だとしても、常にその社会的責任（ＣＳＲ）を果すことを同時に追求してい

かなければならないと考えている。この点を第１に置きたい。 

   この観点からの制度的保障の必須のひとつとして、企業経営のそのものの

なかに、従来型（あるいは日本的）経営者（多くが従業員から役員となって

行く）と別の視点（「第三者的視点」ではやや狭いし、「大所、高所の視点」

では上から目線過ぎて実際には何を言っているかわからないが、少なくとも

これらを含め企業行動の社会的相当性を高める（あるいは確保する）ための

視点）を持ち、かつ当然のことであるが企業経営に責任を持ちつつ経営の意

見決定に参加する者が必要であると考える（いわゆるＣＳＲ実行の確保のた

めの制度、この観点でのコーポレート・ガバナンスの充実を図る制度として

の社外取締役の設置）。 

   この社外取締役は、経営者から独立していることが当然必要であるので、

「独立社外取締役」と、その立場を明確にする名称とすべきである。また独

立社外取締役の立ち位置から言って、その役割り及び人材確保の観点から、

他の一般取締役とは異なる限定責任契約（執行取締役と同じ責任は負わない）

は必要であり、責任を取る場合の重過失要件はもっとわかりやすいものとす

べきである。 

 ２ しかし企業によって様々な観点から社外取締役が選定されることを、否定

するものではない。 

  （１）法制審議会での意見 

      ①助言機能、②経営の監督機能、③株主と経営者間の利益相反の監

督機能がある。 
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  （２）経産省の意見 

      ①経営のモニタリング、②経営に対するアドバイス、③業務執行役

員の評価、が社外取締役の役割とされている。 

 

  （３）東京証券取引所の上場規則制定における考え方 

      独立役員制度は、経営陣と一般株主との利益相反問題に関し、一般

株主保護の観点から、経営陣から独立した役員を確保することを目的

とするものとされている。 

    （注）一般株主とは、上場制度整備懇談会の文書によれば、 

        「上場会社には株式の流通市場を通じた売買によって変動しう

る株主が多数存在しており、その多くは個々の株主としては

持分割合が少ないために単独では会社の経営に対する優位な

影響力を持ち得ない株主である。このような株主を一般株主

と呼ぶ」とある。 

 

  （４）日本取締役協会の提言 

      「社外取締役・取締役会に期待される役割」 

        藤田友敬教授の同提言についてのコメントを以下引用する。 

            （商事法務№２０３８ ４頁） 

        「平成２６年３月７日付で、日本取締役協会により『社外取締

役・取締役会に期待される役割について』と題する提言（以

下『提言』という）が公表された。その内容は、いわゆるモ

ニタリング・モデルの考え方を基本において、社外取締役お

よび取締役会に期待される役割を説く、いわば『経営者のた

めのモニタリング・モデル入門』とでもいうべきものである。

社外取締役が何をなすべきか説く文献は増えてきているもの

の、従来の判例・学説で説かれてきた「日本的」な取締役の

善管注意義務・監視義務等を前提に、社外取締役の性格に応

じたニュアンスを若干加えて敷衍するものが多いのに対し
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て、取締役会および社外取締役の役割と機能、とりわけ『監

督』、『監視』の意味を、モニタリング・モデルの考え方を

踏まえて再定義している点に特徴がある。」 

     なお上記提言の１では、「社外取締役・取締役会の主たる職務は、経

営（業務執行）の意思決定ではなく、経営者（業務執行者）の『監督』

である」と述べている。 

     モニタリング・モデルとは、監督モデルと訳すことになる。そして提

言では、取締役会による「監督」の意義を明らかにしている、すなわち

「経営者が策定した経営戦略・計画に照らして、その成果が妥当であっ

たかを検証し、 終的には現在の経営者に経営を委ねることの是非につ

いて判断すること」である。 

 

  （５）今国会での政府の提案理由 

      改正の必要性 

       ・経済のグローバル化の進展を踏まえ、内外の投資家の日本企業

に対する信頼を高め、その投資を促進し、日本経済の成長をも

たらすため、①コーポレート・ガバナンスの強化及び、②親子

会社に関する規律等の整備を図ることは極めて重要な課題 

      なお「日本再興戦略－ＪＡＰＡＮ ＩＳ ＢＡＣＫ－」（平成２５

年６月１４日閣議決定）では、「会社法を改正し、外部の視点から、

社内のしがらみや利害関係を縛られず監督できる社外取締役の導入

を促進する。」とある。 

 

  （６）落合誠一教授の見解 

      企業がガバナンス上経営者を監督する独立した取締役制度導入は必

要であり、すでにこのことは事実上世界のスタンダードである 

                 （商事法務№１９６５ 落合誠一 

                   「『会社法制の見直しに関する中間試案』の基本的論点」 
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 ３ ２をとりまとめると社外取締役の役割、あるいは立ち位置としては 

  （１）助言機能（経営へのアドバイス） 

  （２）経営の監督機能（モニタリング機能） 

  （３）株主との利益相反の有無の監督機能 

     などが主として取り上げられていると考えられる。 

  （４）また平成２６年６月３０日に発表された『社外役員を含む非業務執行

役員の役割、サポート体制等に関する中間取りまとめ』（座長 神田秀

樹 東大教授 なおオブザーバーとして法務省民事局参事官、金融庁企

画局課長が参加）においては、別紙５のように述べられている。 

  （５）なお私の見解は、先に述べたとおり、「企業の社会的責任（ＣＳＲ）

の実行の確保のための制度（しくみ）」とまず第一に考えるべきとのも

のである。 
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第４ 金融機関の社外取締役 

 １ 金融庁の監督指針から 

    別紙６参照 

 ２ 金融機関の社外取締役の立ち位置 

  （１）金融機関における委員会設置会社と監査役会設置会社との選択によっ

て異なると考えられるし、ホールディングカンパニーにおける社外取締

役と事業会社における社外取締役とにおいても異なると思われる。 

       →りそな銀行 

       →みずほ銀行 

       →北洋銀行 

  （２）北洋銀行の社外取締役としての若干の経験を含めて立ち位置を考えて

見る。 

       ①H.D.時代の社外取締役 

       ②H.D.解散後銀行の社外取締役 

       ③公的資金完済（Ｈ２６．３）までの立場 

       ④これからの対応の考え方（Ｈ２６．４～新中期経営計画）   

    （注）当然ではあるが、取締役としての守秘義務に触れない範囲

で述べさせていただく。 

 

第５ 株主代表訴訟との関係 

  （１）「経営判断の原則」（ 高裁平成２２年７月１５日第一小法廷判決） 

   （ア）行為当時の状況に照らし合理的な情報収集・調査・検討等が行われ

たか（合理的手続論） 

   （イ）その状況と取締役に要求される能力水準に照らし著しく不合理な判

断がなされなかったか（実質論） 

  （２）社外取締役が設置されている場合の「経営判断の原則」の考え方 
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第６ 社外取締役の今後 

 

 １ 社外取締役設置の目的 

 ２ 社外取締役の供給源 

    企業経営者・企業経営者ＯＢ（同業経営者、他業経営者） 

    弁護士、公認会計士、もと検察官・裁判官、学者、官庁・政府系機関出身者           

    その他の業務経験者 

    （多様な経験、多様な価値観、多様な観点、多様なスキル・専門性） 

 ３ 社外取締役の複数化、一種の分業 

 ４ 日常的な情報収集の方法 

    社内業務の把握、他の役員、業務執行者とのコミュニケーション 

⇔ 独立性 

 ５ 監査役、内部監査機関との関係 

 ６ 付議事項の内容把握、積極的関与 

 ７ 審議における質問、発言の方法 

 ８ 取締役人事への関与 

 ９ 社外取締役の任期の問題 

１０ 社外取締役の選任の方法、特に交替について 

 

 

                               以  上 
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別紙１ 
 

     東京証券取引所の上場規程の説明（そのまま転載） 
               

 
【独立役員の確保に係る実務上の留意事項】 
 
 １ 独立役員の確保に係る実務上の留意事項について 
 １ 制度の趣旨・独立役員とは 
    上場内国会社は、一般株主保護のため、独立役員を１名以上確保しなけ

ればならない旨を、上場規程の企業行動規範（第４章第４節）のうち実効
性確保手段の対象となる「遵守すべき事項」として規定しています。独立
役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外
監査役をいいます。 

    独立役員制度は、経営陣と一般株主との利益相反問題に関し、一般株主
保護の観点から、経営陣から独立した役員を確保することを目的とするも
のです。 

    なお、この独立役員の法的な地位、責任範囲は会社法上の社外取締役、
社外監査役と異なることはなく、その権限と責任、選任方法、任期等は、
会社法の範囲内で定められるものである点が変わるものではありません。 

 
 ２ 独立役員の確保に係る企業行動規範 

  上場内国株券の発行者は、一般株主保護のため、独立役員（一般株主と 
 利益相反が生じるおそれのない社外取締役（会社法第２条第１５号に規定 
 する社外取締役であって、会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号
） 第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者をいう。）又は社
外  監査役（同条第１６号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則
第  ２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者をいう。）をいう。
以  下同じ。）を１名以上確保することが義務づけられています。 
 

【上場規定第４３６条の２】 
 

  上場内国株券の発行者は、取締役である独立役員を少なくとも１名以上 

 確保するよう努めなければなりません。 
【上場規定第４４５条の４】 

 
  上場内国株券の発行者は、独立役員に関して記載した東証所定の「独立 
 役員届出書」を東証に提出することが義務づけられています。 
  また、「独立役員届出書」の内容に変更が生じる場合には、原則として
、 
 変更が生じる日の２週間前までに変更内容を反映した「独立役員届出書」 
 東証に提出することが義務付けられています。 

【施行規則第４３６条の２】 
 
    上場会社は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を１名

以上確保することが義務づけられています。加えて、上場会社は、取締役
である独立役員を少なくとも１名以上確保するよう努めなければならない
ものとされています。 

    また、独立役員の確保に係る企業行動規範の遵守状況を確認するため、
東証への「独立役員届出書」の提出を求めており、「独立役員届出書」は、
公衆縦覧に供することとしています。届出の詳細については、「Ⅱ．独立
役員届出書の提出に係る留意事項について」を参照して下さい。 
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別紙２ 

 

                  回答日 平成  年  月  日 

 

                   氏名               

 

 

独立役員指定に係る確認書 

質問事項 ご回答 

１ 当社を主要な取引先とする法人

 等の業務執行者をされていますか、

 又はされていたことがありますか。 

 

（該当ある場合は、当該法人の名称と役職名を記載

願います） 

             なし 

 

２ 当社の主要な取引先である法人

 等の業務執行者をされていますか、

 又はされていたことがありますか。 

 

（該当ある場合は、当該法人の名称と役職名を記載

願います） 

              なし 

 

３ 当社から、役員報酬以外に多額 

の金銭その他の財産を得ています 

か、又は得ていたことがあります か

。 

（該当ある場合は、その内容を記載願います） 

 

              なし 

 

４ 上記１から２のいずれかに該当

 する方（部長クラス以上）の近親 

者にあたりますか。 

（該当ある場合は、その内容を記載願います） 

              なし 

 

５ 上記３に該当する方（アソシエ 

イト含む）の近親者にあたります か

。 

（該当ある場合は、その内容を記載願います） 

               なし 

 

６ 当社又は当社子会社の業務執行

 者の方又は業務執行者であった方

 の近親者にあたりますか。 

（該当ある場合は、その内容を記載願います） 

               なし 
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別紙４ 

 

           長島・大野・常松法律事務所編『新会社法』 

 

「社外取締役神話」について 

  わが国のマスコミの多くは、日本企業の企業統治の質を上げるためには、米

国並みに社外取締役の数を増やし、資格要件も厳しくすべきだという論調であ

る。たしかに、仲間内の議論に陥り勝ちな日本企業の取締役会において、社外

取締役は別の見方を提供する有用な存在であることは間違いない。また、過去

１度でも会社の従業員だった者は社外取締役になれないという現行資格要件

は、無意味に厳格（会社に在籍したことのある人は監視役としてむしろ適して

いる）であるし、社長の配偶者であっても会社とどんな取引関係があっても社

外取締役の資格要件を満たすという点はバランスを欠く。資格要件を法務省令

や上場規則に委ねる可能性も含め、何らかの見直しが必要であろう。 

  他方、マスコミで散見される、社外取締役を増やせば企業統治の質が比例的

に向上するかのごとき論は、「社外取締役神話」とも評すべきもので、果たし

てどこまで根拠があるのか疑問である。社外取締役の独立性や能力には限界が

あるからである。まず、社長がＯＫを出さない人は社外取締役に選任されない。

多くの人にとっては、社外取締役という肩書きは悪くないし、支払われる報酬

も魅力的である。つまり、完全に独立した社外取締役というものはいないので

ある。次に、社長が不祥事を隠そうと思えば、社内取締役より社外取締役の方

が御しやすいということがある。社外取締役は会社の内情を知る機会が少ない

し、内部情報も提供してくれる社内人脈もないからである。結局のところ、企

業統治の質は、社長と（社外社内を問わず）取締役・監査役の質に依存し、社

外取締役の数に比例するものではない。 

  エンロン事件やワールドコム事件で明らかになったように、こういった事情

は、米国でも程度の差はあれ同じである。しかし、日本では、経営者市場が未

成熟であり社外取締役の候補者として最適な他の企業の社長経験者を社外取締

役に迎えることは容易ではない。日本企業向けに、社長の暴走を監視する機関

の制度設計をするならば、社外取締役の数を増やすよりは、監査役に関する条

文を改正して、たとえば、①任期５年（再任禁止）、②社外者を強制せず（社

内出身者が原則）、③退任後は会社から報酬もらう役職につくことを禁止する、

という方が効果的に思えるが、いかがだろうか。 



- 1 - 

別紙５ 
 

      『社外役員を含む非業務執行役員の役割、 
          サポート体制等に関する中間取りまとめ』 
 
４．２．１． 社外役員を含む非業務執行役員に共通する役割 
 
① 期待される役割と企業の性格の関係 
 
  社外役員を含む非業務執行役員に期待される役割と、企業の性格との関係につ
いて、本研究会において、以下の指摘があった。 

 
  ・独立性が高く業務執行の監督を中核とする取締役会と、業務執行の意思決定

を中核とする取締役会とでは、社外役員を含む非業務執行役員の役割は異な
ってくるのではないか。 

  ・社外取締役の必要性や、社外取締役の役割は一様ではなく、企業ごとに異な
りうるため、これらを企業ごとの違いを意識して整理することが重要。 

  ・経営学の観点から、社外取締役・独立取締役と業績との関係について、決定

的な実証研究は存在しないことについて紹介があった。さらに、近年は、企
業ごとに最適なボード構成が異なり得るということを前提に、企業タイプご

とに実証分析を行う研究が増えている事実についても、共有された。 
   例えば、具体的には、キャッシュフローが多く、経営者が資金を浪費する可

能性が高い企業においては、社外取締役によるモニタリングが有効なのでは
ないか、情報獲得コストの高い企業（Ｒ＆Ｄなどの比率が高く、企業特殊な
知識の重要性が高い企業）では、専門的知識の乏しい社外取締役は有効でな
いのではないか、また、日本型ガバナンス構造の企業（外国人持株比率が低
く、持合い比率が高い企業）において、パフォーマンス改善に社外取締役が
寄与できるのではないか、といった視点で実証分析が行われている。 

 
  これらの指摘と、下記のプラクティス等に見られた多様性を踏まえると、以下
の示唆が導き出されるのではないか。 

 
  ・企業がいずれの機関設計を採るか、また取締役会にどのような役割を求め、

その役割の実現のためにどのような取締役会の構成とするかは、コンプライ
アンスの観点からだけではなく、企業ごとに、そのリスク、ビジネスの可能
性について検証した上で、企業の経営戦略に基づいて選択されるべきである。
こうした企業の選択については、普遍的な正解があるわけではなく、企業の
経営環境の変化、それに伴う経営戦略の変化に応じて不断に検討されること
が求められる。 

  ・このように、企業の機関設計、取締役会の役割・構成は、企業の経営戦略に
応じて選択されることが求められ、その結果、社外役員を含む非業務執行役
員に期待される役割も、各企業の置かれた状況、企業の経営戦略との関係で
異なってくる。 

  ・企業は、自社が社外役員を含む非業務執行役員に求める役割を、当該役員及

び株主に対して明らかにすることが求められ、当該役員も、自身の役割を理
解した上で、職務の執行に当たることが求められる。 
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別紙６ 

 

     金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」（Ｈ２６．７） 

 

「社外取締役から独立社外取締役へ」 

 

（２）取締役及び取締役会 

  ① 取締役は、業務執行にあたる代表取締役等の独断専行をけん制・抑止し、

取締役会における業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督に積極的

に参加しているか。 

 

  ② 社外取締役が選任されている場合には、社外取締役は、経営の意思決定の

客観性を確保する等の観点から自らの意義を認識し、積極的に取締役会に参

加しているか。また、社外取締役の選任議案を決定する場合には、社外取締

役に期待される役割を踏まえ、銀行との人的関係、資本的関係又は取引関係

その他の利害関係を検証し、その独立性・適格性等を慎重に検討しているか。 

    また、社外取締役が取締役会で適切な判断をし得るよう、例えば、情報提

供を継続的に行う等、何らかの枠組みを設けているか。 

 

  ③ 取締役会は、例えば、法令等遵守や信用リスク管理等に関する経営上の重

要な意思決定・経営判断に際し、必要に応じ、外部の有識者の助言、外部の

有識者を委員とする任意の委員会等を活用するなど、その妥当性・公正性を

客観的に確保するための方策を講じているか。 

 

  ④ 取締役会は、金融機関が目指すべき全体像等に基づいた経営方針を明確に

定めているか。さらに、経営方針に沿った経営計画を明確に定め、それを組

織全体に周知しているか。また、その達成度合いを定期的に検証し必要に応

じ見直しを行っているか。 

 

  ⑤ 取締役及び取締役会は、法令等遵守に関し、誠実に、かつ率先垂範して取

組み、全行的な内部管理態勢の確立のため適切に機能を発揮しているか。 

 

  ⑥ 取締役会は、リスク管理部門を軽視することが企業収益に重大な影響を与

えることを十分認識し、リスク管理部門を重視しているか。特に担当取締役

はリスクの所在及びリスクの種類を理解した上で、各種リスクの測定・モニ

タリング・管理等の手法について深い認識と理解を有しているか。 

                                （以下略） 
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別紙７ 

 

    「株式会社北洋銀行コーポレート・ガバナンス」からの抜粋 

 

 Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他 

   の基本情報 

   

 １ 基本的な考え方 

    （１）株主の権利の保護 

     ・当行は、株主が議決権を的確に行使しうる環境の整備が重要と考え、法定期 

     限以前に数主総会招集通知を発送します。 

     ・株主が株主総会に参加しやすいよう、「総会集中日」を避けて開催日を設定 

     します。 

 

    （２）株主の平等性の確保 

     ・当グループでは、「インサイダー取引禁止規程」等のインサイダー取引規制 

     ルールを定めて厳格に運用することにより、株主間の平等性を確保するべく 

     最大限の注意をはらっております。 

     ・「法令等遵守規程」等の法令遵守ルールの制定、および当行役員・幹部職員 

     を対象としたコンプライアンスに係る「誓約書」の提出等により法令等違反 

     行為の排除を図る中で、特定の株主に対する利益供与も当然に禁止しており 

     ます。 

     ・多くの株主・投資家に極力平等に情報を開示するため、アナリスト・機関投

資家等向けに配布するインフォメーション・ミーティング資料や個人投資家

向け会社説明会の資料は原則同日中に当行ホームページで開示します。なお、

当行では、適時開示が求められる会社情報について、公表予定時刻以前に公

開ディレクトリに保存する場合には、パスワード管理によるアクセス制限を

行っております。 

   

    （３）ステークホルダーとの円滑な関係の構築 

     ・当グループにおいては、「経営理念」に基づいて、〈お取引先（お客様）〉

〈株主〉〈マーケット〉〈職員〉の各ステークホルダーの立場を尊重し、円

滑な関係を構築すべく努力しております。 
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     ・「地域密着型金融」への取り組みについては、〈地域経済（地域社会）〉と

いうステークホルダーに対し、地域金融機関として要請される責任を果たす

べく、計画を策定し、必要な施策を推進し、結果を公表しております。 

 

    （４）取締役会・監査役（会）の監督機能の発揮 

     ・当グループにおいては、取締役会・監査役（会）による経営のモニタリング

について、主要な監督対象であるリスク管理態勢・コンプライアンス態勢を

包括した内部管理体制を構築しております。 

 

    （５）ガバナンス体制（監査役（会）設置会社の選択） 

     ・委員会設置会社制度の導入以来、継続的に導入の是非を検討しておりますが、

現時点においては取締役会および監査役（会）制度の枠内でコーポレート・

ガバナンスの実効を高めることがより望ましいと判断し、監査役（会）設置

会社を選択しております。 

 

    （６）その他（略） 
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 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバ

ナンス体制の状況 

 

   １ 機関構成・組織運営等に係る事項 

     組織形態      監査役設置会社 

    【取締役関係】 

 定款上の取締役の員数   １４名 
 

 定款上の取締役の任期   １年 
 

 取締役会の議長   会長（社長を兼任している場合を除く） 
 

 取締役の人数   １４名 
 

 社外取締役の選任状況   選任している 
 

 社外取締役の人数   ２名 
 

 社外取締役のうち独立役員 
 に指定されている人数 

   ２名 
 

 

     会社との関係（１） 

 氏 名 
 

属 性 
 

       会社との関係（※１） 
a b c d e f g h i 

 馬杉栄一  弁護士          ○  
 山崎 駿  公認会計士     ○     ○  

 
          ※１ 会社との関係についての選択項目 

      a 親会社出身である 
      b 他の関係会社出身である 
      c 当該会社の大株主である 

      d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している 
      e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である 
      f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の 

       配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である 
           g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その 

       他の財産上の利益を受けている 
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している 

      i その他 
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     会社との関係（２） 

 
 
  氏 名 
 
 
 

 
 独立 
 役員 
 
 

 
 
適合項目に関する補足説明 
 
 

当該社外取締役を選任して
いる理由（独立役員に指定
している場合は、独立役員
に指定した理由を含む） 

 
 馬杉栄一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

同氏とは一般預金者としての
通常の取引がございますが、
取引の規模、性質に照らして
、株主・投資者の判断に影響
を及ぼすおそれはないと判断
し、概要の記載を省略します
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

・弁護士としての豊富な知
識と経験を、当行取締役会
等において企業経営の健全
性の確保をはじめとする当
行の経営の強化に活かして
いただけるものであります
。 
・「独立役員届出書」記載
の「独立役員の属性等」に
列挙されている事項につい
ては該当しておりません。 

・なお、会社法施行規則に

おける「主要性」や「多額

性」および証券取引所が「

一般株主との利益相反が生

ずるおそれのある関係を有

している者」として規則・

ガイドラインとして定めて

いる類型に関して、当行が

具体的に数値基準等を定め

た社外役員の独立性に関す

る判断基準を満たしており

、一般株主と利益相反が生

じるおそれがないものと考

えております。 
 

 

 山崎 駿 
   

 

 
 

 

（略） 
 

 

（略） 
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    【独立役員関係】 

 独立役員の人数   ５名 

 

     その他独立役員に関する事項 

    ・当行は社外役員全員を独立役員として指定しております。 

    ・当行は社外役員の独立性に関して、社外役員本人および出身企業等との取引そ

の他について具体的に数値基準等を規定した判断基準を以下のとおり定めて

おり、その基準に従って独立役員を指定しております。 

 

    〈独立性判断基準〉 

    １ 当行を「主要な取引先とする者」の判断基準 

     現時点（注１）において、次の a から c までのいずれかに該当する先とする。 

      a 当行の融資メインシェア先で、かつ債務者区分が要管理先であるなど当行 

         以外の金融機関からの調達が困難であると考えられる先 

   b 当グループとの取引による売上高が総売上高の１０％以上を占めている先 

      c 当グループによって、１０％以上の議決権を保有されている先 

     （注１）過去１年間に一度でも該当した場合は、「現時点」で該当していると 

 判断する。 

 

    ２ 当行の「主要な取引先」の判断基準 

     現時点（注１）において、次のａからｃまでのいずれかに該当する先とする。 

      a 当グループからの借入残高合計が当グループの融資残高の２％以上を占め 

        ている先（但し、地方公共団体を除く） 

      b 当行の１０％以上の議決権を保有している先 

      c 当グループが負っている負債総額が、連結の負債総額の１０％以上を占め 

        ている先 

 

    ３ 当行から「役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」者の判断  

基準 

     現時点（注１）において、当グループから得ている役員報酬以外の金銭その他 

    の財産の合計金額が年間１０百万円以上の者とする。 
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    ４ 当行の「主要株主」の判断基準 

     現時点（注１）において、自己又は他人の名義をもって当行の１０％以上の議 

    決権を保有している先 

     

    ５ 「業務執行者等」に含まれる「過去に業務執行者であった者」の判断基準 

     過去５年以内に、次の a から f に該当していたかにより判断する。 

      なお、過去５年よりも前にこれらに該当していた場合は、実質的にみて当行

からの独立性に問題がないと判断できる場合に限り、「過去に業務執行者で 

あった者」に該当しないものとする。 

      a 当行の現時点における親会社又は兄弟会社の業務執行者であったことが 

ある 

      b 現時点における当行を主要な取引先とする者又はその業務執行者であった 

       ことがある 

      c 現時点における当行の主要な取引先又は業務執行者であったことがある 

      d 当行から役員報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ていたことがある、 

        若しくは現時点において得ている法人、組合等に所属していたことがある 

      e 現時点における当行の主要株主又はその業務執行者であったことがある 

      f 現時点における当行又はその子会社の業務執行者であったことがある  

        なお、具体的な定義は上記１～４のとおりとする。 

 

   【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

    ・社外取締役のサポートは経営企画部が行っており、原則、取締役会前に資料の 

      事前配布および事前説明を行っております。 

    ・監査役（会）のサポート専担部署として監査役室を設置し、業務を検証できる 

      能力と知識を有する専任スタッフを配置し、異動・人事考課・賞与評定につい 

      ては、その独立性を確保するために常勤監査役の同意を必要としております。 

      監査役室のスタッフが社外監査役のサポートを行っております。 
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２ 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポ     

レート・ガバナンス体制の概要） 

    （１）会社の機関・業務執行・経営の監視の仕組み等 

     ・当行は監査役（会）設置会社を選択し、定款で取締役は１４名以内、監査役 

     は５名以内と定めており、当報告書提出日現在、取締役１４名（全員が男性）、 

     監査役５名（全員が男性）を選任しております。 

     ・当行は経営の透明性をさらに高めるため、社外取締役２名を選任し、その社 

     外取締役が社外監査役を含む監査役会と連携して取締役の業務執行をモニタ 

     リングする体制を構築しております。また社外取締役と社外監査役および業 

     務執行取締役をメンバーとする「経営に関する意見交換会」を年２回開催し 

     ております。 

     ・当グループ内の業務推進上の戦略・方針等の連絡・調整を図るため、当行内 

     に経営会議を設置しております。 

     ・当行では、取締役報酬規程において取締役の報酬についての基本方針や決定

ルールを定めておりますが、さらに、取締役の報酬の客観性・透明性を確保

し、グループ全体の報酬水準の調整を図ることなどを目的に、グループ報酬

委員会を設置しております。委員会は、社外取締役全員及び当行の代表取締

役全員で構成され、当グループの取締役が受ける報酬決定方針及び個人別の

報酬額等を株主総会の決議の範囲内で定める権限を有しております。 

     ・当行は、グループ全体のコンプライアンスに係る事項を協議し、適切に統括

管理を行う機関としてコンプライアンス委員会を設置し、原則１ｶ月に１回以

上の頻度で開催しております。 

     ・当行は、グループ全体のリスク管理に係る事項を協議し、適切に統括管理を

行う機関としてリスク管理委員会を設置し、原則１ｶ月に１回以上の頻度で開

催しております。 

     ・当行は、公正で客観的な情報開示を行うため、開示すべき会社情報が迅速か

つ網羅的に収集され、法令等に従い適時かつ適切に行われていることを統括

管理する機関として開示委員会を設置し、原則３ｶ月に１回以上適時開示の状

況について検証を行っております。 

     ・社外取締役が社外監査役を含む監査役会と連携して取締役の業務執行をモニ 

     タリングする体制を構築しております。 
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   ３ 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

     ・委員会制度については、継続的に導入の是非を検討しておりますが、現時点

においては、取締役会および監査役（会）制度の枠内でコーポレート・ガバ

ナンの実効を高めることがより望ましいと判断し、監査役（会）設置会社を

選択しております。 

     ・社外取締役が社外監査役を含む監査役会と連携して取締役の業務執行をモニ

タリングする体制を構築しており、社外役員によるモニタリングは十分に機

能すると考えております。 

     ・社外取締役はグループ報酬委員会の委員であります。 

     ・社外取締役は、取締役会において監査報告会、開示委員会、コンプライアン 

     ス委員会、リスク管理委員会の報告を受け、当行の内部統制の状況を確認し 

     ております。 
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別紙８ 

 

 

    『ＣＳＲ経営と内部統制』別冊商事法務№２７８ １２２頁 

 

 

第１ コーポレート・ガバナンス 

   近年、「コーポレート・ガバナンス」という言葉が、新聞・ビジネス雑誌

で取り上げられる機会が多くあります。コーポレート・ガバナンスは、多く

は「企業統治」という言葉で翻訳されていますが、その意味はさまざまな解

釈で議論されています。その本質を理解している人はまだ少ないのではない

かと思われます。 

 

 １．コーポレート・ガバナンスとは何か 

   株式会社におけるコーポレート・ガバナンスの本来の意味は、「経営者が

株主のために企業経営を行っているか監視する仕組み」です。企業の社会的

責任論の高まりにより、その意味が、「経営者が社会・株主を含む利害関係

者に十分に配慮した企業経営を行っているか監視する仕組み」とも解せられ

ることもあります。いずれにせよコーポレート・ガバナンスとは単なる「器

（うつわ）・仕組み」であり、その議論の多くは「制度論」の問題です。 

   しかし、コーポレート・ガバナンスは「経営者に何か不都合なこと・違法

なことをしないように監視すること」と誤解されることも多くあります。こ

れは近年のわが国における企業不祥事が相次いで発生したことが、その本来

の意味が誤解される原因と思われます。このような誤解から、コーポレート

・ガバナンスをコンプライアンスとか、リスク管理と混同して議論されるこ

とも多くありますが、コンプライアンスやリスク管理はあくまでも「マネジ

メント論」です。どのような「仕組み・制度」のもとでも、適切な内部統制

の機能を発揮するために、コンプライアンス体制やリスク管理体制の必要性

が議論されているに過ぎないのです。 

   経営者は株主の利益の最大化を目的に企業経営にあたる責務があり、この

ような経営者の責務を果たしているか、経営者に目標を与え、業績評価を行

い、経営者が株主の利益を生み出すように監視することが「コーポレート・

ガバナンス」です。 
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    『独立取締役の現状と課題』商事法務№３５９ ５頁 

 

 

取締役会の役割と独立取締役 

 

（１）取締役会のあり方ー２つの考え方 

      コーポレート・ガバナンスの確立、すなわち、企業の効率性と公正性を確

保するための経営組織の確立・維持のためには、取締役会のあり方が決定的

であり、したがって、取締役会の役割をどう位置付けるかが、きわめて重要

となる。そして取締役会の役割については、世界的にみた場合に、基本的に

２つの考え方が存在する。第１の考え方は、アドバイザリー・モデルであり、

第２の考え方は、モニタリング・モデルである。 

   第１のアドバイザリー・モデルとは、取締役会は経営につき必要なアドバ

イスをするのが主たる役割であると考える。すなわち、経営の決定・実行は、

あくまでも経営者がその責任において担うべきものであるから、経営者が的

確な経営を行うためのアドバイスをするのが取締役会であり、取締役会が経

営者の経営に掣肘を加えるのは、むしろ適切ではないと考えるのである。取締役会

は、経営主体ではないから、経営主体である経営者に対して命令するのではなく、

あくまでも従的立場において助言することこそが、その役割であるとするのである。・

・・・・ 

   この考え方は、実は欧米における伝統的かつ主流の考え方であったのであり、

次ぎに述べるモニタリング・モデルの方が、むしろ比較的新しい考え方なのである。 

   これに対して第２のモニタリング・モデルは、アドバイザリー・モデルのもとにおい

て生じた経営者の暴走により発生したさまざまな不祥事への反省として、アメリカに

おいて形成されてきた考え方である。経営者の暴走を抑制し、企業価値の毀損を

防止するためには、取締役会は、経営者への助言に止まることでは不十分であり、

むしろその中核的機能は、経営者を監視・監督・評価（モニタリング）する役割を果

たすべきであり、その役割を果たすにふさわしい機関として取締役会を再構成すべ

きであるとするのである。もちろんその場合、単に経営者の暴走を防止するという機

能（公正性の確保）だけでなく、経営者が企業価値の向上に力を尽くしているかを

評価する機能（効率性の確保）も、取締役会は、果たすべきであると考えるから、取

締役会として、経営者による経営を評価し、もし期待される成果を上げていない場

合には、究極的には、当該経営者を交代させる役割も、当然担うべきことになる。す

なわち、このモデルにおける取締役会は、経営者による経営の決定・実行を継続的

にモニタリングするとともに、その結果を評価して、必要があれば、経営者を交代さ

せる役割を果たすべきものとするのである。 
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『会社法務質疑応答書』第一法規 第１編 ４４８頁 

 

 

１．コーポレート・ガバナンス論の展開 

   コーポレート・ガバナンス論については、たとえば、ウィキペディア（イ

ンターネット百科事典）に長文の解説がありますし、いろいろな文献もあり

ます。ここでは、簡単に説明します。日本でのコーポレート・ガバナンス論

の展開は、①頻発する会社不祥事を受けての、その防止のため、②１９９０

年代以降の企業業績の低迷を受けての、会社経営の効率性向上のため、③経

済・投資のグローバル化を受けての、国際的に通用する経営体制の確立のた

め、といった契機によると考えることができます。 

   ①は、企業の健全性の確保という意味が強く、企業の社会的責任（ＣＳＲ）

の議論とも関連します。②は、民間企業としての株式会社の目的が、健全性

を保持した効率性の発揮により、株主に会社が得た利益を還元すること（そ

の出資に見合うリターンをもたらすこと）にあることからの、当然の要請で

すが、この業績低迷の原因をどうとらえるかにより、解決の方向が異なりま

す。③は、①、②の要請とはやや異なったベクトルをもちます。日本のコー

ポレート・ガバナンスの仕組みが、国際的には、やや特異な状況にあること

から、日本の外（海外投資家）から日本企業のコーポレート・ガバナンスの

状況をみると、①や②の要請に十分応えたものになっていない、という観点

からのものと考えられます。 

   この議論の根底には、会社は誰のものか、その経営は誰の利益のために行

われるべきか、という根本的な問題が存在します。これについては、株主の

利益（その最大化）を中核とする考え方が主流ですが、それ以外のステーク

ホルダー（前記の従業員、債権者、顧客、地域社会等。ひいては社会全体、

たとえば、社会の公器としての企業、その社会的責任といった議論）の利益

も無視できません（ＯＥＣＤのコーポレート・ガバナンス原則では、①株主

の権利の保護、②株主の公正な処遇、③利害関係者の権利の認識とコーポレ

ート・ガバナンスへの参加、④情報開示と透明性の確保、⑤取締役会（Ｂｏ

ａｒｄ）の責任の５つの原則が、示されています）。 

   これらの要請を具体化する問いかけが、そのような経営を確保する（経営

を規律付ける）ための仕組みは、どうあるべきか、というコーポレート・ガ

バナンスのあり方を問うものになります。 

 

       （注）企業の社会的責任（ＣＳＲ：Corporate Social Responsibility） 
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別紙９ 

 

 

 社外取締役特に金融機関の社外取締役の果たすべき役割・機能の総括 

 

 

１．総括 

    社外取締役の役割は重要と考えられ、この任務を果たすべきと理解し 

行動しているが、社外取締役、そのなかの（独立社外取締役）の当該企業

における、また社会的な意味における役割、責任の位置付けが途上にある

ため、何をどの程度行うべきか、実務そのものにどこまで入って行くべき

か（逆説的な言い方であるが、実務そのものに入り過ぎることも、独立性、

客観的観点の維持から見て正しくないとの考え方も充分ありうる）、何を

基準として、どの場面で、どの段階で意見を述べるべきかを日々検討しつ

つ行っている状況にあるのが実際であり、この点は私だけではないものと

考える。今暫くは余り枠をはめることなく、実践と議論を行うべき状況か

と思うものである。 

 

２．各項目 

企業の社会的責任（ＣＳＲ）の遂行に関する関与 

    経営戦略の決定における助言 

    経営の執行に対する監督 

         財務報告の健全性・正確性の確認と監視 

          内部統制システムの整備状況の確認と監視 

          リスク・マネージメントのチェック 

          不祥事の発生の防止 

        経営トップを含めた執行役の評価 

        経営トップを含めた執行役の人事、承継計画 

        取締役に対する適正な報酬体系の構築 

        株主の共同の利益の確保 

        外部株主や外部の方々の視点の提供 

        新社外取締役候補の発掘 
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別紙１０ 
 
 

今国会での会社法の改正や、６月２４日の政府の日本再興戦略の 
改訂版中での「コーポレート・ガバナンスコードの策定」の公表 
前後の記事、論考について 

 
 
・Ｈ２６．８．８ 日経新聞より 

   ニコラス・ベネシュ（公益社団法人会社役員育成機構代表理事） 

     政府が日本再興戦略の改訂版を公表した２０１４年６月２４日は、日本
のコーポレート・ガバナンス（企業統治）の近代化が本格始動した日とし
て、恐らく歴史に残るだろう。成長戦略の柱に「『稼ぐ力』を取り戻す」
と掲げ、企業統治の強化と「コーポレート・ガバナンス・コード（指針）」
の策定を宣言したのである。 

       ・ 
       ・ 

       ・ 
     今回は日本の企業統治に大きな変化をもたらすチャンスであると実感し

ている。 
     特に注目すべき点は４つある。第１に、指針の内容に「日本企業の実情

などにも沿い、国際的にも評価が得られるものとする」という基準を設け
たことである。 

       ・ 
       ・ 
       ・ 
     第３に、自民党日本経済再生本部がまとめた日本再生ビジョンをベース

にしたことである。ビジョンには２人以上の独立社外取締役の確保をはじ
め、かなり詳細な指針の例が書き込まれている。  

     第４に、日本の企業統治の基盤整備に関する責任の所在が、産業界と結
びつきの強い経済産業省から、投資家保護や金融市場の円滑化を法律上の
義務として負う金融庁へと明確に移されたことである。 

     これらは政府が本格的な統治改革を志向していることを示す。例えば日
本再興戦略の改訂版は「社外取締役の積極的な活用」に言及している。政
府が内部出身の業務執行取締役について「彼らだけでは彼らを監視できな
いこともある」と公に認めたことは、より良い統治を求めて他国で３０年
以上続く議論に日本が加わることを意味する。 

     世界で使われている企業統治の概念に長年眼をつぶってきた「不思議な
国ニッポン」から、資本市場の効率と投資家保護を優先する統治の枠組み
を持つ「普通の国」に変わる絶好のチャンス－－。内外の投資家はこうみ
ている。 

       ・ 
       ・ 

       ・ 
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     では今後、指針を「国際的にも評価が得られるもの」にするために、有

識者会議および金融庁と東証は、基本的な考え方に最低限どのような項目
を入れるべきだろうか。 

     参考になるのが、日本再興戦略にも引用された経済協力開発機構（ＯＥ
ＣＤ）の企業統治原則である。」 

       ・ 
       ・ 
       ・ 
     まず「取締役会は会社の業務について客観的な独立の判断を下すことが

できるべきである」とある。国際的に評価されるためには最低、シンガポ
ールや香港と同様に取締役会の３分の１以上を独立社外取締役が占めるべ
きだろう。 

     社外取締役の最も重要な役割は、内部出身者と株主との利益相反の可能
性があったり、内部出身者の自己利益が潜在していたりする課題を、社外
取締役のみで構成する委員会で審議することである。 

     日本企業の一般的な姿である監査役設置会社の場合、「経営の執行と監
督の分離」は、社外取締役のみの委員会が「客観的な独立の判断」を下す

ことによって本格的に実現するのである。・・・・ 
 

・Ｈ２６．６．５ 日経新聞より 
   「海外株主『社外取締役増やせ』ドコモなど３３社に書簡」 
 
・Ｈ２６．６．１６ 読売新聞より 
   「社外取締役、多士済々、柔道山口香氏、ルース前米大使」 
 
・Ｈ２６．６．２１ 日経新聞より 
   「改正会社法が成立。社外取締役選任を促す。複数化が今後の焦点」 

 
・Ｈ２６．６．２５ 日経新聞より 
   「みずほ風土改革なるか 委員会設置会社に移行、社外取締役に強い権限」 
 
・Ｈ２６．６．２９ 日経新聞より 
   「社外取締役、企業伸ばすか」 
 
・Ｈ２６．７．２１ 日経新聞より 
   「企業統治指針、海外は期待も」 
 
・Ｈ２６．７．１１ 朝日新聞より 
   「社外取締役 複数化の流れ、成長戦略が後押し」 
 
・Ｈ２６．７．２４ 北海道新聞より 
   「増える社外取締役 東証一部上場 ７４％導入 海外の投資見込む」 


